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宮
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八
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院
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定
め
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令
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昭
和
三
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項
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に
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定
年
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日
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期
限

医
療
法
人
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団
脳
健
会

　

仙
台
東
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神
経
外
科

病
院

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
一
丁
目

十
二
番
一
号

令
和
二
年
十
一
月
一
日

令
和
五
年
十
月
三
十
一

日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
七
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
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ー
ビ
ス
の
種
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設
置
者
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指
定
年
月
日

〇
四
二
〇
七
〇
〇
五
四
四

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
陽
だ

ま
り
の
丘

名
取
市
大
手
町
五
丁
目

六
番
地
の
一

共
同
生
活
援
助

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ア
ン
ソ

レ
イ
ユ

令
和
二
年
十
一

月
一
日

〇
四
二
〇
三
〇
〇
一
五
四

大
地

塩
竈
市
清
水
沢
二
丁
目

十
九－

十
一－

一

共
同
生
活
援
助

株
式
会
社
Ｓ
ｕ

ｎ
ｎ
ｙ　

Ｏ
ｃ

ｅ
ａ
ｎ

令
和
二
年
十
一

月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
八
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
船
損
害
等

補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を

令
和
二
年
十
一
月
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
一
月
二
十
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
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一
月
六
日
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宮
城
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発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

加　
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区

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条

第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同

組
合
の
名
称

縦　

覧　

場　

所

気
仙
沼
市
入
沢
一
番
九
号

�

佐
藤　

亮
輔

気
仙
沼
市
南
郷
二
十
七
番
地
十

六

�

小
野
寺　

敬
儀

気
仙
沼
加
入

区

気
仙
沼
漁
業
協
同
組
合

宮
城
県
気
仙
沼
市
魚
市

場
前
八
番
二
五
号

宮
城
県
気
仙
沼
市
唐
桑
町
東
舞

根
二
〇
八－

一

�

鈴
木　

章
登

宮
城
県
気
仙
沼
市
唐
桑
町
西
舞

根
一
三
三－

一

�

畠
山　

哲

唐
桑
加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

唐
桑
支
所

宮
城
県
気
仙
沼
市
唐
桑

町
字
馬
場
百
七
十
六－

一

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
小
泊

九
番
地

�

阿
部　

一
也

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
大
室

十
番
地
五

�

佐
藤　

肇

北
上
町
十
三

浜
加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

北
上
町
十
三
浜
支
所

宮
城
県
石
巻
市
北
上
町

十
三
浜
猪
の
沢
七
十－

四

石
巻
市
二
子
一
丁
目
七
番
地
四

�

小
川　

英
樹

石
巻
市
二
子
三
丁
目
二
番
地
三

�

西
村　

久
冶

河
北
町
大
川

加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

河
北
町
支
所

宮
城
県
石
巻
市
渡
波
字

栄
田
九
十
七

石
巻
市
泊
浜
泊
四
十
三

�

阿
部　

勝

石
巻
市
泊
浜
泊
二
十
一

�

平
塚　

竹
男

牡
鹿
町
泊
浜

加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

谷
川
支
所

宮
城
県
石
巻
市
谷
川
浜

中
井
道
十
三－

四

石
巻
市
小
渕
浜
小
渕
八
十
二

�

木
村　

千
之

石
巻
市
給
分
浜
桜
畑
十
二
番
地

八

表
浜
加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

表
浜
支
所

宮
城
県
石
巻
市
給
分
浜

羽
黒
下
三－

十

�

阿
部　

泰
正

石
巻
市
狐
崎
浜
字
鹿
立
屋
敷
六

十
二

�

石
森　

裕
治

石
巻
市
福
貴
浦
字
土
手
三
十－

七

�

阿
部　

一
弘

石
巻
市
東
部

加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

石
巻
市
東
部
支
所

宮
城
県
石
巻
市
狐
崎
浜

字
鹿
立
屋
敷
四
十
二

石
巻
市
渡
波
字
祝
田
二
十
一
番

地
九
市
営
祝
田
復
興
住
宅
一

�

髙
橋　

文
生

石
巻
市
塩
富
町
一
丁
目
三
番
二

十
五
号

�

青
木　

英
文

石
巻
市
万
石

浦
渡
波
加
入

区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

石
巻
湾
支
所

宮
城
県
石
巻
市
塩
富
町

一
丁
目
一－

三

東
松
島
市
矢
本
字
二
反
走
三
百

三
十
八－

十
四

�

及
川　

輝
明

東
松
島
市
小
松
字
上
砂
利
田
五

十
七

�

相
澤　

太

矢
本
町
加
入

区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

矢
本
支
所

宮
城
県
東
松
島
市
大
曲

字
沼
尻
十
四－

二

宮
城
県
東
松
島
市
宮
戸
字
鹿
島

一
丁
目
三
番
地
四

�

門
馬　

猛

宮
城
県
東
松
島
市
宮
戸
字
鹿
島

一
丁
目
三
番
地
二

�

奥
田　

敏
雄

宮
戸
加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

宮
戸
支
所

宮
城
県
東
松
島
市
宮
戸

字
前
田
五
十
七－

一

宮
城
県
東
松
島
市
宮
戸
字
里
二

十
一

�

尾
形　

文
秀

宮
城
県
東
松
島
市
宮
戸
字
里
八

十
一
番
地
八

�

櫻
井　

健
甲

宮
戸
西
部
加

入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

宮
戸
西
部
支
所

宮
城
県
東
松
島
市
宮
戸

字
里
八
十
一－

十
一

塩
釜
市
牛
生
町
十
四
番
二
号

�
赤
間　

元
男

塩
釜
市
舟
入
二
丁
目
四
番
二
十

一
号

大
塩
釜
加
入

区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

塩
釜
市
第
一
支
所

宮
城
県
塩
釜
市
新
浜
町

三
丁
目
六－

二
十
七
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佐
藤　

秀
秋

塩
釜
市
浦
戸
桂
島
字
庵
寺
二
十

九
番
地

�

内
海　

勇
一

塩
釜
市
浦
戸
石
浜
字
本
石
浜
七

十
五
番
地

�
鈴
木　

保

塩
釜
市
浦
戸

加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

塩
釜
市
浦
戸
支
所

宮
城
県
塩
釜
市
浦
戸
桂

島
字
庵
寺
三
十－

三

宮
城
県
名
取
市
小
塚
原
字
東
中

塚
三
百
十
四－

一

�

橋
浦　

偉
次

宮
城
県
名
取
市
美
田
園
北
十
四

－

七
市
営
住
宅
美
田
園
北
団
地

第
二
十
二
号

�

橋
浦　

偉
夫

閖
上
加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

仙
南
支
所
（
閖
上
）

宮
城
県
亘
理
郡
亘
理
町

荒
浜
字
築
港
通
り
六－

二
十
二

石
巻
市
湊
町
二
丁
目
六
番
七
号

�

今
野　

正
子

石
巻
市
開
北
一
丁
目
九
番
七
十

四
号

　

株
式
会
社
鈴
木
漁
業

�

代
表
取
締
役　

鈴
木　

廣
志

石
巻
市
加
入

区

石
巻
市
漁
業
協
同
組
合

宮
城
県
石
巻
市
魚
町
二

丁
目
十
三－

四

石
巻
市
さ
く
ら
町
一
丁
目
五
番

地
八

�

雁
部　

宏
充

石
巻
市
渡
波
字
下
榎
壇
百
六
十

番
地
八

�

杉
浦　

守
之

石
巻
市
万
石

浦
渡
波
加
入

区

渡
波
漁
船
漁
業
協
同
組
合

宮
城
県
石
巻
市
魚
町
二

丁
目
十
二－

三

宮
城
県
塩
竈
市
杉
の
入
三
丁
目

十
一
番
十
号

�

櫻
井　

悟

宮
城
県
塩
竈
市
字
杉
の
入
裏
三

十
九
番
地

�

櫻
井　

武

大
塩
釜
加
入

区

塩
釜
市
漁
業
協
同
組
合

宮
城
県
塩
釜
市
新
浜
町

三
丁
目
三
十－

十
七

塩
釜
市
北
浜
四
丁
目
五
番
十
二

号
　

株
式
会
社
丸
要
漁
業
部

大
塩
釜
加
入

区

塩
釜
地
区
機
船
漁
業
協
同
組
合

宮
城
県
塩
竈
市
新
浜
町

三
丁
目
四

�

代
表
取
締
役　

佐
藤　

秀

塩
釜
市
新
浜
町
一
丁
目
十
七
番

二
十
九
号

　

小
玉
漁
業
有
限
会
社

�

代
表
取
締
役　

小
玉　

祐
樹

塩
釜
市
行
楽
十
一
番
二
十
号

�

佐
藤　

寛

多
賀
城
市
高
橋
三
丁
目
十
五
番

二
十
六
号－

三
号

�

飯
沼　

始

大
塩
釜
加
入

区

宮
城
県
近
海
底
曳
網
漁
業
協
同
組

合

宮
城
県
塩
釜
市
新
浜
町

一
丁
目
十
一
番
十
五
号

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

�　

仙
台
市
若
林
区
井
土
字
須
賀
三
の
一
・
三
の
二
・
三
の
三
・
三
の
九
・
三
の
一
一
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
三
の
一
〇

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

飛
砂
の
防
備

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

指
定
理
由
の
消
滅

二
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

�　

仙
台
市
若
林
区
井
土
字
須
賀
三
の
一
・
三
の
二
・
三
の
三
・
三
の
九
・
三
の
一
一
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
三
の
一
〇

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

公
衆
の
保
健

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

指
定
理
由
の
消
滅

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
仙
台
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）
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〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

潮
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

魚
つ
き

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
　

⑶�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

東
松
島
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

潮
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

東
松
島
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。
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（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
東
松
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
十
一
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

馬
籠
志
津
川
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

気
仙
沼
市
本
吉
町
午
王
野
沢
七
番
一
地
先
か
ら

同
市
本
吉
町
午
王
野
沢
七
番
一
地
先
ま
で

前

　

四
・
七
～

�

五
・
九

�

三
〇
・
九

後

　

九
・
九
～

�
一
七
・
四

�

三
〇
・
九

気
仙
沼
市
本
吉
町
午
王
野
沢
七
番
一
地
先
か
ら

同
市
本
吉
町
午
王
野
沢
七
番
一
地
先
ま
で

前

　

五
・
九
～

�

六
・
一

�

三
二
・
九

後

一
六
・
一
～

�

二
三
・
八

�

三
二
・
九

気
仙
沼
市
本
吉
町
午
王
野
沢
三
五
番
一
地
先
か
ら

同
市
本
吉
町
午
王
野
沢
三
五
番
一
地
先
ま
で

前

　

五
・
七
～

�

一
二
・
九

�
一
〇
一
・
〇

後

　

五
・
七
～

�

三
二
・
〇

�

一
〇
一
・
〇

気
仙
沼
市
本
吉
町
午
王
野
沢
三
五
番
一
地
先
か
ら

同
市
本
吉
町
午
王
野
沢
三
五
番
一
地
先
ま
で

前

　

五
・
三
～

�

七
・
九

�

一
九
・
〇

後

　

五
・
三
～

�

一
二
・
二

�

一
九
・
〇

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
立
沢
一
番
三
地
先
か

ら同
郡
同
町
志
津
川
字
立
沢
一
番
三
地
先
ま
で

前

　

六
・
一
～

�

八
・
一

�

一
〇
〇
・
〇

後

　

六
・
七
～

�

二
三
・
七

�

一
〇
〇
・
〇

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
立
沢
一
番
三
地
先
か

前

　

六
・
九
～

�

三
一
・
一

�

一
〇
〇
・
〇

ら同
郡
同
町
志
津
川
字
立
沢
一
番
三
地
先
ま
で

後

　

九
・
七
～

�

三
五
・
〇

�

一
〇
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
十
一
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
松
島
自
転
車
道
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

東
松
島
市
浜
市
字
樋
場
一
番
二
二
五
地
先
か
ら

同
市
浜
市
字
樋
場
一
番
一
九
五
地
先
ま
で

前

　

四
・
九
～

�

七
・
八

�

一
四
四
・
一

後

　

四
・
九
～

�

六
・
五

�

一
一
九
・
七

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
四
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

（
平
成
二
十
年
三
月
十
一
日
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号
）
の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法

第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
及
び
第
九
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

縦　

覧　

場　

所

金
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
金
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
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（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
五
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項

縦
覧
場
所

金
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
金
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
仙
台
土
木
事

務
所

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

食
育
・
地
産
地
消
推
進
事
業
及
び
県
産
水
産
物
需
要
喚
起

事
業
業
務
（
飲
食
店
等
に
お
け
る
県
産
農
林
水
産
物
の
消
費
回
復
・
拡
大
支
援
業
務
）　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

農
政
部
食
産
業
振
興
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町

三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
二
年
十
月
六
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
ユ
ー
メ
デ
ィ
ア　

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の

目
西
町
四
番
十
二
号

五　

契
約
金
額　

五
千
六
百
四
十
三
万
四
千
四
百
六
十
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
該
当

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

東
松
島
市
大
曲
字
堺
堀
百
九
十
一
番
一
、
百
九
十
一
番

二
、
百
九
十
一
番
十
四
、
百
九
十
一
番
十
五
、
百
五
十
三

番
十
二

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

東
京
都
西
東
京
市
北
原
町
三
丁
目
二
番
二
十
二
号

�

株
式
会
社　

ア
ー
ネ
ス
ト
ワ
ン　

教
育
委
員
会

　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
六
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

　
　
　
宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
宮
城
県
仙
台
二
華
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
泉
館
山
高
等
学
校
の
項
か
ら
宮
城

県
宮
城
広
瀬
高
等
学
校
の
項
ま
で
の
規
定
中
「

二
四
〇

二
八
〇

」
を
「

二
四
〇

二
四
〇

」
に
改
め
、
同

表
宮
城
県
仙
台
東
高
等
学
校
の
項
中
「

二
〇
〇

二
四
〇

」
を
「

二
〇
〇

二
〇
〇

」
に
改
め
、
同
表
宮
城

県
石
巻
工
業
高
等
学
校
の
項
中
「

�

八
〇

」
を
「

�

四
〇

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
石
巻
商
業
高
等
学
校
の

項
中
「

一
六
〇

二
〇
〇

」
を
「

一
六
〇

一
六
〇

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
大
河
原
商
業
高
等
学
校
の
項
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中
「

男
女

�

八
〇

」
を
「

男
女

�

四
〇

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
黒
川
高
等
学
校
の
項
中

「

�
四
〇

�

八
〇

」
を
「

�

四
〇

�

四
〇

」
に
改
め
、
別
表
第
一
第
二
号
の
表
宮
城
県
仙
台
二
華
高
等

学
校
の
項
中
「

　
　
　

」
を
「

二
四
〇

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
石
巻
北
高
等
学
校
の
項
中

「

男
女

二
〇
〇

」
を
「

男
女

一
六
〇

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
宮
城
県
石
巻
北
高
等
学
校
飯
野
川
校
の
項
中
「

　
　
　

�

四
〇

」
を

「
　
　
　

　
　
　

」
に
改
め
、
別
表
第
二
第
二
号
の
表
宮
城
県
石
巻
北
高
等
学
校
飯
野
川
校
の
項
中

「

�

四
〇
　
　
　

」
を
「

�

四
〇

�

四
〇

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
〇
二
九
号
（
平
成
二
十
一
年
一
月
三
十
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

二
二

段下

行
　

正

一
円
未
満

　
　
　
　
　
　
　

誤

一
銭
未
満

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
１４５号

　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
23年

法
律
第
122号

）
第
38条

第
１
項
に
規
定

す
る
少
年
指
導
委
員
を
令
和
２
年
11月
１
日
付
け
で
、
次
の
と
お
り
委
嘱
す
る
。

　
　
令
和
２
年
11月
６
日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
佐
藤
　
勘
三
郎
　
　

活
　
動
　
区
　
域

少
年
指
導
委
員
の
氏
名
及
び
住
所

警
察
署
の
名
称
、
位
置

及
び
管
轄
区
域
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
29年
宮

佐
　
藤
　
賢
　
一
宮
城
県
岩
沼
市
中
央
４
丁
目
３
番
43号

城
県
条
例
第
32号
）
別

表
に
規
定
す
る
宮
城
県

岩
沼
警
察
署
の
管
轄
区

域


